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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属成分の被覆用水性有機ゾル－ゲル組成物であって、
該水性有機ゾル－ゲル組成物のｐＨが２．５～５となるような量での酸、
酢酸ジルコニウム、酢酸マグネシウムおよびそれらの混合物からなるグループから選択さ
れる酢酸金属塩、
オルガノシラン、および
水、
を含む組成物。
【請求項２】
　さらに、所望により界面活性剤を含み、成分は、以下の表１に示した重量％で存在する
請求項１の組成物：
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【表１】

【請求項３】
　成分は、以下の表２に示した重量％で存在する請求項２の組成物：
【表２】

【請求項４】
　被覆組成物が、金属基板に対して噴霧可能で、基板上に０．６～２．５ミクロン厚の被
覆を形成する請求項１～３いずれかに記載の被覆組成物。
【請求項５】
　酸が氷酢酸を含み、オルガノシランがグリシドキシプロピルトリメトキシシランを含み
、そして酢酸金属塩が酢酸マグネシウムを含む請求項１～４いずれかに記載の組成物。
【請求項６】
　金属基板の耐食性を改良する方法であって、
請求項１～５いずれかに記載の水性有機ゾル－ゲル組成物を準備すること、
アルミニウム合金基板上に該組成物を配置すること、および
組成物を乾燥し、基板上にゾル－ゲル被覆を形成すること
を含む方法。
【請求項７】
　基板は、アルミニウムを含み、該基板上に金属酸化物被覆を有し、ゾル－ゲル被覆は、
金属酸化物被覆上に０．６～２．５ミクロンの厚さで配置され、酸化物被覆のシールを形
成し、組成物を配置するステップが、酸化物被覆に組成物を噴霧することを含む請求項６
の方法。
【請求項８】
　基板が、さらに銅を含有する、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　金属酸化物被覆が、酸化ジルコニウム、酸化チタンおよびこれらの混合物からなる群か
ら選択される請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　金属酸化物が、酸化チタンを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　金属酸化物被覆が、酸化ジルコニウム、酸化チタンおよびこれらの混合物からなる群か
ら選択される請求項８の方法。
【請求項１２】
　金属酸化物が、酸化チタンを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
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　請求項１～５いずれかに記載の水性有機ゾル－ゲル組成物を準備すること、
アルミニウム合金基板上に該組成物を配置すること、および
組成物を乾燥し、基板上にゾル－ゲル被覆を形成すること
を含む、耐色性を改良する金属基板の製造方法。
【請求項１４】
　基板は、アルミニウムを含み、該基板上に金属酸化物被覆を有し、ゾル－ゲル被覆は、
金属酸化物被覆上に０．６～２．５ミクロンの厚さで配置され、酸化物被覆のシールを形
成し、組成物を配置するステップが、酸化物被覆に組成物を噴霧することを含む請求項１
３の製造方法。
【請求項１５】
　基板が、さらに銅を含有する、請求項１４に記載の製造方法。
【請求項１６】
　金属酸化物被覆が、酸化ジルコニウム、酸化チタンおよびこれらの混合物からなる群か
ら選択される請求項１４に記載の製造方法。
【請求項１７】
　金属酸化物が、酸化チタンを含む、請求項１４に記載の製造方法。
【請求項１８】
　金属酸化物被覆が、酸化ジルコニウム、酸化チタンおよびこれらの混合物からなる群か
ら選択される請求項１５の製造方法。
【請求項１９】
　金属酸化物が、酸化チタンを含む、請求項１５に記載の製造方法。
【請求項２０】
　水性有機ゾル－ゲル組成物が、
　Ａ）酸および酢酸金属塩を含む第一パート；および
　Ｂ）有機シランおよびシラン加水分解を起こさない任意成分を含む第二パート
を含む２成分製品として準備される、請求項６に記載の方法であって、
　配置される前に、該第一のパートおよび第二のパートを混合し、それにより混合物を形
成し、該混合物が、有機シランが加水分解を始め、該混合物を再混合する誘導時間をとれ
るようにする誘導工程をさらに有する、該方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　少なくとも１つの実施形態において、本発明は、耐食性を付与するゾル－ゲル表面被覆
剤に関する。他の実施形態では、本発明は、ゾル－ゲル被覆組成物、および該ゾル－ゲル
被覆組成物を製造し、およびそれを使用する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ゾル－ゲル被覆剤は、アルミニウム基板、ならびに他の金属基板、たとえば鉄および亜
鉛基板用の加工被覆剤として使用されてきた。ゾル－ゲル被覆剤の１つの特別な用途が航
空宇宙産業である。たとえば、ゾル－ゲル被覆剤は、下にある基板とエポキシプライマ等
の塗料プライマとの間の接着促進剤として、アルミニウムおよびチタン合金等の前記産業
に特有な基板に塗布されている。ゾル－ゲル被覆剤は、接着促進剤としての用途の他に、
被覆剤を焼成すると、特にアルミニウム基板に、良好な耐食性を付与することができる。
【０００３】
　代表的なゾル－ゲル焼成法は、１００℃から２５０℃で行われる。しかし、ゾル－ゲル
被覆剤を航空機に使用する場合、航空機基板を、焼成を行うために必要な温度に曝すこと
は有益ではないと考えられるので、代表的なゾル－ゲル被覆剤は、あまり適切なことでは
ない。高温焼成温度で良好な耐食性を有する同じゾル－ゲル被覆剤は、航空機の外面に使
用される組成物を硬化するために好ましい温度である室温のような周辺温度で硬化される
と、よい結果を出さない傾向がある。



(4) JP 5908896 B2 2016.4.26

10

20

30

40

50

【０００４】
　したがって、１００℃未満の温度、好ましくはほぼ室温で硬化させた時、良好な耐食性
を有しうるゾル－ゲル被覆剤を提供することは有益なものとなろう。さらに、そのような
被覆剤が高温の硬化温度で良好な耐食特性を有すれば、それも望ましいものとなろう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　酸と、酢酸金属塩と、オルガノシランとを含むある種の水性ゾル－ゲル組成物は、室温
のような１００℃未満の温度で硬化された場合、良好な耐食性を有しうるゾル－ゲル被覆
を提供することが発見されている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　少なくとも１つの実施形態において、本発明は、酸と、酢酸金属塩と、オルガノシラン
と、水と、所望により所望により界面活性剤とを含むゾル－ゲル組成物を含む。この実施
形態では、ゾル－ゲル組成物は、１．７５～８．０重量％の酸と、１．５～８．０重量％
の酢酸金属塩と、１０～５０重量％のオルガノシランと、３５～９０重量％の水と、０～
１重量％の界面活性剤とを含む。別の実施形態では、ゾル－ゲル組成物は、２～４．０重
量％の酸と、１．７５～４．０重量％の酢酸金属塩と、１０～２５重量％のオルガノシラ
ンと、６５～８８重量％の水と、０～０．２５重量％の界面活性剤とを含む。特に言及し
ていなければ、これらおよび他の重量％は、活性成分に基づく。
【０００７】
　好ましい実施形態で、本発明は、氷酢酸と、酢酸金属塩と、グリシドキシプロピルトリ
メトキシシランと、水と、所望により所望により界面活性剤とを含むゾル－ゲル組成物を
含む。この実施形態で、酢酸金属塩は、酢酸ジルコニウム、酢酸マグネシウムまたはこれ
らの混合物のいずれかが可能である。この実施形態で、ゾル－ゲル組成物は、１．７５～
８．０重量％の氷酢酸と、１．５～８．０重量％の酢酸金属塩と、１０～５０重量％のエ
ポキシシラン、たとえば、グリシドキシプロピルトリメトキシシランと、３５～９０重量
％の水と、０～１重量％の界面活性剤とを含む。別の実施形態で、ゾル－ゲル組成物は、
２～４．０重量％の氷酢酸と、１．７５～４．０重量％の酢酸金属塩と、１０～２５重量
％のエポキシシランと、６５～８８重量％の水と、０～０．２５重量％の界面活性剤とを
含む。
【０００８】
　本発明の種々の実施形態によれば、アルミニウムおよびその合金基板等の金属基板の被
覆用の水性組成物であって、ここで該水性組成物は、表の成分を含み、好ましくは本質的
に該成分からなり、より好ましくは該成分のみからなる。
【０００９】
【表１】

【００１０】
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　本発明の種々の他の実施形態によれば、金属基板の被覆用水性組成物であって、ここで
該水性組成物は、表の成分を含み、好ましくは本質的に該成分からなり、より好ましくは
該成分のみからなる。
【００１１】
【表２】

【００１２】
　本発明の種々の実施形態によれば、アルミニウムおよびその合金基板等の金属基板の被
覆用水性組成物であって、ここで該水性組成物は、表の成分を含み、好ましくは本質的に
該成分からなり、より好ましくは該成分のみからなる。
【００１３】

【表３】

【００１４】
　本発明の種々の他の実施形態によれば、金属基板の被覆用水性組成物であって、ここで
該水性組成物は、表の成分を含み、好ましくは本質的に該成分からなり、より好ましくは
該成分のみからなる。
【００１５】
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【表４】

【００１６】
　本発明の種々の実施形態によれば、アルミニウムおよびその合金基板等の金属基板の被
覆用水性組成物であって、ここで該水性組成物は、表の成分を含み、好ましくは本質的に
該成分からなり、より好ましくは該成分のみからなる。
【００１７】

【表５】

【００１８】
　本発明の種々の他の実施形態によれば、金属基板の被覆用水性組成物であって、ここで
該水性組成物は、表の成分を含み、好ましくは本質的に該成分からなり、より好ましくは
該成分のみからなる。
【００１９】
【表６】

【００２０】
　別の実施形態によれば、被覆組成物は、所望により所望により、特に組成物の流動性お
よび湿潤性を補助するために、溶剤を含んでもよい。この実施形態で、水性組成物は、表
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の成分を含み、好ましくは本質的に該成分からなり、より好ましくは該成分のみからなる
。
【００２１】
【表７】

【００２２】
　本発明の種々の実施形態によれば、アルミニウムおよびその合金基板等の金属基板の被
覆用水性組成物であって、ここで該水性組成物は、表の成分を含み、好ましくは本質的に
該成分からなり、より好ましくは該成分のみからなる。
【００２３】

【表８】

【００２４】
　被覆組成物は、金属および複合材料等、任意の適切な表面に、任意の適切な方法で塗布
することができる。少なくとも１つの実施形態で、被覆組成物は、アルミニウム基板に噴
霧塗布される。一般的に、被覆組成物は、水と、酸、酢酸金属塩および溶剤とを、および
所望により界面活性剤とを混合することにより調製し、次いで使用の１５～６０分以内に
、シランの加水分解が開始するように、シランを加える。被覆組成物は、室温で風乾して
も差し支えない。任意の適切な被覆厚を使用することができるが、０．６～２．５ミクロ
ンの被覆厚が特に大きな効果があることが見出されている。
【００２５】
　本発明の種々の実施形態として、金属の被覆に直接使用するための作業組成物、および
水による希釈および／または他の化学的に異なる濃縮物と混合することにより作業組成物
を調整できる濃縮物が挙げられる。また、本発明の種々の実施形態として、本発明による
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組成物で金属を処理する方法も挙げられ、自体既知の追加のステップ、たとえば、濯ぎ、
加工コーティング(conversion coating)および／または本発明のより狭い実施形態に従っ
て処理される金属表面上に、保護被覆剤を含む有機バインダを配置する塗装プロセスまた
はいくらかそれに類似する上塗りプロセスを含んでもよい。また、本発明の方法に従って
処理された表面を含む製造品も本発明の範囲内である。
【００２６】
　本発明の現時点で好ましい組成物、実施形態および方法を以下に詳細に記載し、これら
は、本発明者らが現在知っている発明を実施する最良のモードを構成する。しかし、開示
される実施形態は、種々のおよび代わりの形態において具現化され得る発明の単なる例示
であることは理解されるべきである。したがって、本明細書で開示される具体的な詳細は
、限定としてではなく、後述の請求項の代表的な基本および／または当業者が本発明を様
々に実施するための教示の代表的な基本としてのみ解釈すべきである。
【００２７】
　実施例、または明示的に他のことを示している場合を除いて、材料の量、または反応お
よび／または使用の条件を示すここでの記載における数量は、本発明の最も広い範囲を記
述し、用語「約」によって修飾されていると理解すべきである。明示的に他のことを示し
ている場合を除いて、本発明での全ての重量％は、固体の％に基づくと理解すべきである
。数字限定内での実施は、一般的に好ましい。また、明示的に記載がない限り、％、「部
」および比の値は、重量基準であり；本発明に関連するある目的のために適切なまたは好
ましい材料のグループまたはクラスの記載は、該グループまたはクラスの任意の２種以上
の成分の混合物が、等しく適切または好ましいことを暗示し；化学用語における構成成分
の記載は、明細書中に具体化された任意の組合せに添加した時の成分を言い、必ずしも一
度混合した混合物の構成成分中の化学的な相互作用を除くものではなく；イオン形体にお
ける材料の明細は、組成物全体として電気的中性であるために十分な対イオンの存在を暗
示し、このように暗示的に特定された任意の対イオンは、可能な限り、イオン形体で明白
に特定された他の構成成分の中から選択すべきことが好ましく；他のそのような対イオン
は、本発明の目的に有害に作用する対イオンを回避することを除けば、自由に選択されて
もよく；用語「モル」は、「グラムモル」を意味し、「モル」およびその変形は、本明細
書では、イオン性種または明確な原子の数および種類を有する他の任意の化学種、および
明確に定義された従来の分子を持つ化学物質に適用され；頭文字または他の略語の最初の
定義は、本明細書において後で使用される同じ略語の全てに適用され、および必要な変更
を加えて、初めに定義した略語の通常の文法的な変形にも適用され；および、明示的に記
載がない限り、特性の測定は、同じ特性に関して先に記載したまたは後に記載する方法と
同じ方法で測定される。
【００２８】
　少なくとも１つの実施形態で、本発明は、酸と、酢酸金属塩と、オルガノシランと、水
と、所望により界面活性剤とを含むゾル－ゲル組成物を含む。この実施形態では、ゾル－
ゲル組成物は、少なくとも１．７５、１．８、１．９、２．０、２．１、２．２５、２．
５、２．７５、３．０または３．５重量％（順番により好ましくなる）の酸および約８．
０、７．５、７．０、６．５、６．０、５．５、５．０、４．５または４．０重量％以下
（順番により好ましくなる）の酸と；少なくとも１．５、１．６、１．７、１．７５、１
．８、１．９、２．０、２．１、２．２５、２．５、２．７５、３．０または３．５重量
％（順番により好ましくなる）の酢酸金属塩および約８．０、７．５、７．０、６．５、
６．０、５．５、５．０、４．５または４．０重量％以下（順番により好ましくなる）の
酢酸金属塩と；少なくとも１０、１２、１４、１６、１８、２０、２２、２３、２４また
は２５重量％（順番により好ましくなる）のオルガノシランおよび５０、４５、４０、３
５、３０、２９、２８、２７または２６重量％以下（順番により好ましくなる）のオルガ
ノシランと；少なくとも３５、４０、４５、５０、５５、６０または６５重量％（順番に
より好ましくなる）の水および９０、８５、８０、７５、７０、６８または６６重量％以
下（順番により好ましくなる）の水と；０～１重量％の界面活性剤とを含む。一般的に、
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所望により界面活性剤を使用する場合、これは、少なくとも０．００１、０．０１、０．
１、０．２または０．２５重量％（順番により好ましくなる）および１、０．７５、０．
５０または０．３０重量％以下（順番により好ましくなる）の量で存在する。一実施形態
では、ゾル－ゲル組成物は、２～４．０重量％の酸と、１．７５～４．０重量％の酢酸金
属塩と、１０～２５重量％のオルガノシランと、６５～８８重量％の水と、０～０．２５
重量％の界面活性剤とを含む。
【００２９】
　少なくとも１つの実施形態で、組成物のｐＨは２．５～５であり、他の実施形態では３
～４であり、さらに他の実施形態では、３．２～３．５である。
【００３０】
　任意の適切な酸を使用することができる。少なくとも１つの実施形態では、氷酢酸が好
ましい。他の実施形態では、氷酢酸に加えてあるいは代わりに、フルオロジルコニウム酸
、塩酸、硫酸、硝酸、リン酸、およびこれらの混合物を使用することができる。
【００３１】
　任意の適切な酢酸金属塩を使用することができる。少なくとも１つの実施形態では、酸
化数が２以上の酢酸金属塩が、特に適切であることが見出されている。特に好ましい実施
形態では、酢酸金属塩は酢酸ジルコニウムまたは酢酸マグネシウムであるが、コバルト、
クロム、マグネシウムおよびリチウム等の他の金属の酢酸塩も使用することができること
を理解すべきである。
【００３２】
　任意の適切なオルガノシランを使用することができる。少なくともある実施形態では、
室温で加水分解可能なオルガノシラン類が、特に適切であることが見出されている。少な
くとも１つの実施形態では、オルガノシランは、エポキシシランまたはアミンシランであ
る。
【００３３】
　任意の適切なエポキシシランを使用することができるが、ある適切なものの例として、
グリシドキシメチルトリメトキシシラン、３－グリシドキシプロピルトリヒドロキシシラ
ン、３－グリシドキシプロピルジメチルヒドロキシシラン、３－グリシドキシプロピルト
リメトキシシラン、３－グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、３－グリシドキシプ
ロピルジメトキシメチルシラン、３－グリシドキシプロピルジメチルメトキシシラン、３
－グリシドキシプロピルトリブトキシシラン、１，３－ビス（グリシドキシプロピル）テ
トラメチルジシロキサン、１，３－ビス（グリシドキシプロピル）テトラメトキシジシロ
キサン、１，３－ビス（グリシドキシプロピル）－１，３－ジメチル－１，３－ジメトキ
シジシロキサン、２，３－エポキシプロピルトリメトキシシラン、３，４－エポキシブチ
ルトリメトキシシラン、６，７－エポキシヘプチルトリメトキシシラン、９，１０－エポ
キシデシルトリメトキシシラン、１，３－ビス（２，３－エポキシプロピル）テトラメト
キシジシロキサン、１，３－ビス（６，７－エポキシヘプチル）テトラメトキシジシロキ
サン、２－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシランなどが挙げら
れるが、これらに限定されない。
【００３４】
　任意の適切なアミンシランを使用することができる。適切なアミンシラン類の例として
、３－アミノプロピルトリメトキシシランおよび３－アミノプロピルトリエトキシシラン
が挙げられるが、これらに限定されない。
【００３５】
　他の従来のゾル－ゲル成分、たとえば、業界において公知の溶剤、防錆剤、消泡剤、Ｕ
Ｖ－安定剤、増量剤、可塑剤および顔料を、組成物に含ませてもよいことは理解すべきで
ある。
【００３６】
　任意の適切な溶剤を使用することができるが、少なくともある実施形態では、エチレン
グリコールモノブチルエーテルが特に適切な溶剤であることが見出されている。他の適切
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な溶剤として、水性被覆技術において特別な有用性を発見された溶剤が挙げられる。他の
適切な溶剤の例として、メタノ－ルおよびエタノ－ル等のアルコール類、ジプロピレング
リコール等のグリコール類、およびプロピレングリコールモノブチルエーテルおよびジプ
ロピレングリコールモノブチルエーテル等の他のグリコールエーテル類が挙げられるが、
これらに限定されない。
【００３７】
　好ましい一実施形態では、本発明は、氷酢酸と、酢酸金属塩と、グリシドキシプロピル
トリメトキシシランと、水と、所望により界面活性剤とを含むゾル－ゲル組成物を含む。
この実施形態では、酢酸金属塩は、酢酸ジルコニウム、酢酸マグネシウム、またはこれら
の混合物のいずれかである。この実施形態では、ゾル－ゲル組成物は、１．７５～８．０
重量％の氷酢酸と、１．５～８．０重量％の酢酸金属塩と、１０～５０重量％のエポキシ
シラン、たとえば、グリシドキシプロピルトリメトキシシランと、３５～９０重量％の水
と、０～１重量％の界面活性剤とを含む。別の実施形態では、ゾル－ゲル組成物は、２～
４．０重量％の氷酢酸と、１．７５～４．０重量％の酢酸金属塩と、１０～２５重量％の
エポキシシランと、６５～８８重量％の水と、０～０．２５重量％の界面活性剤とを含む
。
【００３８】
　本発明の種々の実施形態によれば、アルミニウムおよびその合金基板等の金属基板の被
覆用水性組成物であって、ここで該水性組成物は、表の成分を含み、好ましくは本質的に
該成分からなり、より好ましくは該成分のみからなる。
【００３９】

【表９】

【００４０】
　本発明の種々の他の実施形態によれば、金属基板の被覆用水性組成物であって、ここで
該水性組成物は、表の成分を含み、好ましくは本質的に該成分からなり、より好ましくは
該成分のみからなる。
【００４１】
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【表１０】

【００４２】
　本発明の種々の実施形態によれば、アルミニウムおよびその合金基板等の金属基板の被
覆用水性組成物であって、ここで該水性組成物は、表の成分を含み、好ましくは本質的に
該成分からなり、より好ましくは該成分のみからなる。
【００４３】

【表１１】

【００４４】
　本発明の種々の他の実施形態によれば、金属基板の被覆用水性組成物であって、ここで
該水性組成物は、表の成分を含み、好ましくは本質的に該成分からなり、より好ましくは
該成分のみからなる。
【００４５】

【表１２】

【００４６】
　本発明の種々の実施形態によれば、アルミニウムおよびその合金基板等の金属基板の被
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覆用水性組成物であって、ここで該水性組成物は、表の成分を含み、好ましくは本質的に
該成分からなり、より好ましくは該成分のみからなる。
【００４７】
【表１３】

【００４８】
　本発明の種々の他の実施形態によれば、金属基板の被覆用水性組成物であって、ここで
該水性組成物は、表の成分を含み、好ましくは本質的に該成分からなり、より好ましくは
該成分からなる。
【００４９】

【表１４】

【００５０】
　別の実施形態によれば、被覆組成物は、所望により、特に組成物の流動性および湿潤性
を補助するために、溶剤を含んでもよい。この実施形態で、水性組成物は、表の成分を含
み、好ましくは本質的に該成分からなり、より好ましくは該成分からなる。
【００５１】
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【表１５】

【００５２】
　さらに別の実施形態によれば、被覆組成物は、所望により、特に組成物の流動性および
湿潤性を補助するために、溶剤を含んでもよい。この実施形態で、水性組成物は、表の成
分を含み、好ましくは本質的に該成分からなり、より好ましくは該成分からなる。
【００５３】
【表１６】

【００５４】
　本発明の種々の実施形態によれば、アルミニウムおよびその合金基板等の金属基板の被
覆用水性組成物であって、ここで該水性組成物は、表の成分を含み、好ましくは本質的に
該成分からなり、より好ましくは該成分からなる。
【００５５】
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【表１７】

【００５６】
　被覆組成物は、金属および複合物等の適切な表面のいかなるものにも、任意の適切な方
法で塗布することができる。少なくとも１つの実施形態で、被覆組成物は、アルミニウム
基板に噴霧塗布される。別の実施形態では、被覆組成物は、金属基板上の耐食被覆膜に噴
霧塗布される。この実施形態では、被覆組成物は、アルミニウム合金基板上の金属酸化物
耐食被覆膜のシールとして特に効果的であることが見出されている。この実施形態では、
任意の適切な金属酸化物を使用することができるが、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｓｉ、Ａｌ、Ｇｅおよ
びＢの金属酸化物が好ましく、Ｔｉ、Ｚｒ、ＡｌおよびＳｉが幾分より好ましく、Ｔｉお
よびＺｒが最も好ましい。酸化物（耐食性）が被覆された合金のシールとしての被覆組成
物の使用は、下にある基板、特にＡＡ２０２４－Ｔ３等のアルミニウム合金を含有する銅
の基板の耐食性の向上に特に効果的であることが見出されている。
【００５７】
　被覆組成物は、任意の適切な方法で調製することができる。一実施形態では、被覆組成
物は、一般的に、酸の入った水を、酢酸金属塩および所望により界面活性剤と混合するこ
とによって調製することができ、次いで使用の１５～６０分以内に、シランを加え、シラ
ンの加水分解を開始させる。被覆組成物は、室温で風乾しても差し支えない。任意の適切
な被覆厚を使用することができるが、０．６～２．５ミクロンの被覆厚が特に大きな効果
があることが見出されている。
【００５８】
　特定の一実施形態では、ゾル－ゲル組成物は、２成分（２Ｋ）生成物として提供される
。第一パート（パートＡ）が処方のほとんどを構成し、酸と酢酸金属塩とを含む。第二パ
ート（パートＢ）は、シランおよび、所望により、パートＢの安定性に悪影響のない任意
の成分、たとえば、シラン加水分解を起こさない成分を含む。これらの２パートは、使用
の直前まで別々に保たれる。混合すればシランは加水分解を開始し、該混合物を基板に塗
布する。
【００５９】
　一実施形態では、グラム重量による一般的な処方は、
【００６０】
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【表１８】

である。
【００６１】
　以下は、パートＡを作る例示的な方法である。
１．水を清潔な容器に加え、攪拌器をスタートさせる。
２．氷酢酸を加え、５分間混合する。
３．界面活性剤を加え、５分間混合する。
４．酢酸ジルコニウムを加え、１５分間混合する。
【００６２】
　この生成物で、添加の順番は重要でない。しかし、一実施形態では、酸を水に加えるほ
うが、逆の場合より好ましい。
【００６３】
　酢酸マグネシウムの場合は、溶解するように、酢酸マグネシウムを水に加えるべきであ
る（酢酸マグネシウムは固体の原料である）。
【００６４】
　パートＢをパートＡに加え、混合することができる。生成物を混合すれば、３０分の誘
導時間をとり、再混合し、その後使用すべきである。
【００６５】
　以下は、総処方重量または金属部分が１００グラムに統一されたゾル－ゲル処方の特に
好ましい実施形態である。
【００６６】
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【表１９】

【００６７】
【表２０】

【００６８】
　少なくとも別の実施形態では、適切な組成物は、
【００６９】
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【表２１】

を含む。
【００７０】
　本発明の実施は、以下の限定ではない実施例を考慮することにより、さらに理解できる
だろう。
【実施例】
【００７１】
実施例１
【００７２】
　ゾル－ゲルの１サンプルを、以下の成分および量で構成した。
【００７３】

【表２２】

【００７４】
　パネルは、ＡＡ２０２４－Ｔ３パネルをツルコ（Ｔｕｒｃｏ）６８４９（濃度：２０％
、１３０°Ｆ、１０分）で洗浄し、デオキサルーム（Ｄｅｏｘａｌｕｍｅ）２３１０（濃
度１５％、室温、５分）で脱酸する（deoxidizing）ことにより準備した。サンプルは、
「誘導時間」を等しく保つために使用する約３０分前に作り、シランの加水分解を開始さ
せた。３０分後、被覆剤をパネルにスプレーボトルを使用して塗布し、周辺条件（約７３
°Ｆ）で７日間風乾した。
【００７５】
　７日後、サンプルを１６８時間のＡＳＴＭ　Ｂ１１７塩水噴霧に供し、腐食の総比率を
評価した。サンプルは良好な腐食防止性を有していた。
実施例２
【００７６】
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　約２２０グラムの総ゾル－ゲル当たり、２．５と１０グラムとの間の種々の酢酸マグネ
シウム量を以下に示すとおりに試験した。
【００７７】
【表２３】

【００７８】
　以下の表に、直前の表の成分の重量％を列挙する。
【００７９】

【表２４】

【００８０】
　以下の結果は、サンプルは、風乾特性も焼成耐腐食特性も良好のようであることを示し
ている。
【００８１】
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【表２５】

実施例３
【００８２】
　酸化チタンおよび酸化ジルコニウム等の金属酸化物被覆は、ほとんどのアルミニウム合
金で、良好な耐食性被覆である。しかし、ＡＡ２０２４－Ｔ３は、銅含量が高いため、よ
り難易度が高い。以下の実施例で示すように、金属酸化物が被覆されたＡＡ２０２４－Ｔ
３基板をゾル－ゲル生成物でシールすると、全工程で、ＡＡ２０２４－Ｔ３の適用に必要
な腐食要求を上回ることが見出されている。この技術に基づくゾル－ゲルによるシールは
、他の種類のシール技術を超える大きな改良をもたらすことができる。
【００８３】
　ＡＡ２０２４－Ｔ３パネル（８インチ×３インチ）上に金属酸化物が被覆されたパネル
を準備した。該パネルを、主に濃度を変えた４種類の異なるゾル－ゲル処方で被覆した。
【００８４】
　異なる処方は、以下の表でわかる。
【００８５】

【表２６】

【００８６】
　これらの被覆剤のそれぞれを、ＡＡ２０２４－Ｔ３上の金属酸化物に塗布した。次いで
、いくつかのサンプルは、風乾し、その後オーブン中、１００℃で３０分硬化し（焼成）
、いくつかは、ゾル－ゲルを塗布した後、直接オーブンに置いた（焼成）。パネルを以下
に示す。
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Ｂ－組成物Ｂを金属酸化物に塗布し、焼成前に垂直に風乾；
Ｃ－組成物Ｃを金属酸化物に塗布し、焼成前に垂直に風乾；
Ｄ－組成物Ｄを金属酸化物に塗布し、焼成前に垂直に風乾；
Ｅ－ゾル－ゲル被覆剤は塗布せず。これは、ＡＡ２０２４－Ｔ３上の金属酸化物コントロ
ールである。
Ｆ－組成物Ｄを金属酸化物に塗布し、焼成前に水平に風乾；
Ｇ－組成物Ａを金属酸化物に塗布し、直接オーブンに垂直に置き、焼成；
Ｈ－組成物Ｂを金属酸化物に塗布し、直接オーブンに垂直に置き、焼成；
Ｉ－組成物Ｃを金属酸化物に塗布し、直接オーブンに垂直に置き、焼成；
Ｊ－組成物Ｄを金属酸化物に塗布し、直接オーブンに垂直に置き、焼成。
【００８７】
　ゾル－ゲルを塗布した後、ＡＳＴＭ　Ｂ１１７に従って、パネルを塩水噴霧室で５００
時間処理した。アルミニウムの場合、ピットは、普通、金属酸化物被覆の表面での証拠に
はならないので、パネルを腐食ピットで評価しなかった。腐食（または退色）の結果を記
録し、腐食の程度の定性的評価を行った。結果は以下のように観察された。
Ａ－パネル全体にわたる全般的な腐食、１つの範囲に局在せず；
Ｂ－垂直に吊り下げられている間、被覆剤が流れたため、主にパネルの底部、またはパネ
ルの僅かにゾル－ゲル被覆が薄い範囲が腐食；
Ｃ－パネル上に腐食は全く存在しない；
Ｄ－パネル上に腐食は全く存在しない；
Ｅ－パネル全体にわたり腐食；
Ｆ－パネル上に腐食は全く存在しない；
Ｇ－パネル全体にわたる全般的な腐食、１つの範囲に局在せず；
Ｈ－垂直に吊り下げられている間、被覆剤が流れたため、主にパネルの底部、またはパネ
ルの僅かにゾル－ゲル被覆が薄い範囲が腐食；
Ｉ－パネル上に腐食は全く存在しない；および
Ｊ－パネル上に腐食は全く存在しない。
【００８８】
　ゾル－ゲルサンプルＣおよびＤは、パネルを垂直に風乾しようが水平に風乾しようが関
係なく、およびゾル－ゲルを塗布した後、パネルを風乾しようが直接焼成しようが関係な
く、金属酸化物が被覆されたＡＡ２０２４－Ｔ３パネルに良好なシールを提供したようだ
った。
【００８９】
　ゾル－ゲル被覆パネルは、少なくとも５００時間の塩水噴霧時間に対し、腐食防止性を
提供した。これは、そのような基板上にゾル－ゲルシールのない金属酸化物のみの塩水噴
霧特性を超えるものである。
【００９０】
　本発明の実施形態を図示し、記載してきたが、これらの実施形態は、本発明の全ての可
能性のある形態を図示し、記載するものではない。むしろ、本明細書で使用した言葉は、
限定というより説明の言葉であり、本発明の精神および範囲から逸脱しない限り、種々の
変更を行ってよいと理解される。
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